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 金沢河川国道事務所では、平成２５年６月の河川法改正により創設された河川協力団体

制度に基づき、手取川・梯川で活動していただく河川協力団体を募集します。 

 

◆河川協力団体制度とは？ 

 自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行うＮＰＯ等の民間団体を支援

する制度です。 

 

◆河川協力団体に指定されると 

 河川管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけられ、河川内で活動するため

に必要となる河川法上の許可等について、河川管理者との協議の成立をもって足りること

となります。 

  

◆募集期間 

 平成２５年１２月２４日（火）から 

 平成２６年 １月３１日（金）まで 

 

◆募集要項等 

 ホームページアドレスをご覧下さい。 

 http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/chisui/kyoryokudantai/10kanazawa.html 

 ＊申請様式の電子データはこちらからダウンロードできます。 

 

◆事前説明会 

場 所：金沢河川国道事務所 ２階会議室（金沢市西念４－２３－５） 

日 時：平成２６年 １月 ８日（水）１４：００～  

※参加希望される団体は、事前に申し込みをお願いします。詳細は次のとおりです。 

http://www.hrr.mlit.go.jp/river/kasenkyouryoku/05setumeikai/ishikawa.pdf 

 

◆申請窓口 

 金沢河川国道事務所 河川管理課 
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問い合わせ先 

河川協力団体を募集します 

～手取川、梯川における NPO 等の活動を支援～ 


